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論 文

アメリカ合衆国における多様性の価値の意味（1）
──人種的分断の防止と統合の促進の視点から──
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From the Perspective of Preventing Racial Division and Promoting Integration

茂木 洋平
桐蔭横浜大学法学部

（2019 年 11 月 22 日　受理）

Ⅰ．はじめに

1．問題の所在
本稿の目的は、現在、アメリカ合衆国（合

衆国）において Affirmative Action（AA）
の正当化理由として主として用いられている
多様性の価値が何を意味するのかについて、
人種的分断の防止と統合の促進という観点か
ら明らかにするところにある。

従来、AA は差別の救済を理由に正当化さ
れてきたが、合衆国最高裁では、救済の対象
となる差別として、それを広く捉える社会的
差別が否定され、狭く捉える特定された差別
に限定された（Ⅳ２）。差別の救済による
AA の正当化は難しくなったため、多様性の
利益による正当化が主張されるようになった

（Ⅳ３）。多様性の理論は、人種的多様性から
生じる利益によって AA を正当化する考え
方であり、一見すると、差別の救済とは無関
係である（Ⅳ３（1））。しかし、多様性に基
づく AA が利益を作り出すことだけに関心
があると理解すると、マジョリティにだけ

（高等教育機関の定員や公務員の雇用枠など
の）社会的資源を付与した方が社会全体の財

を増やすと証明された場合には、マイノリテ
ィに不利益をもたらす施策が正当化される可
能性を受容しなければならない 1）。以前に、
筆者は、多様性の理論の是認によるマイノリ
ティの排除の正当化を避けるには、多様性か
ら生じる利益とは差別の是正やそれの発生の
防止と結びつける必要があることを明らかに
した 2）。合衆国の判例と学説は、多様性の理
論には差別の救済が組み込まれていると理解
している（Ⅳ）。

しかし、実際には、多様性に基づく AA
はすべてのマイノリティを対象者としておら
ず、ときに不利な状況にあるマイノリティを
対象者から除外する（Ⅴ１）。また、あるマ
イノリティが他のマイノリティから社会的資
源を奪うために、多様性を主張して自らのグ
ループを AA の対象者として包含すること
を要求する（Ⅴ２）。さらには、過剰代表の
マイノリティによる社会的資源の獲得を制限
し、マジョリティが社会的資源を獲得するた
めに、多様性を主張することもある（Ⅴ３）。
多様性に基づく AA は対象者であるマイノ
リティの人種的不均衡を是正しており、差別
の救済と結びつく側面は否定できないが、実
際の使われ方を見ると、差別の救済との関連
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だけでは説明できない。合衆国では、AA の
支持派から否定派に至るまで、各グループの
敵意や反目を抑え、人種的分断を防ぎ、統合
していく必要性を認識している（Ⅱ）。支持
派は人種的分断を防ぐために AA が必要だ
と考え（Ⅱ１）、他方、否定派は AA が人種
的分断を助長すると評価した（Ⅱ３）。本稿
は、この点に着目し、合衆国において AA
の正当化理由として多様性が何を意味するの
かを考察する。

日本でも、ポジティヴアクションが実施さ
れる際に、多様性の理論が頻繁に用いられて
いる。本稿は、日本のポジティヴアクション
の議論において多様性が何を意味するのかは
考察しない。合衆国最高裁で多様性による
AA の正当化が認められて以降、ポジティヴ
アクションの正当化理由として多様性が数多
く登場するようになった。この動きが合衆国
の多様性の議論と直接因果関係があるのかは
定かではない。しかし、日本はポジティヴア
クションを議論する際の準拠国の 1 つとして
合衆国を参照してきた経緯を考えると、合衆
国において多様性が何を意味するのかを考察
することは、日本の議論を進める上で意味の
ある資料になると考える。

2．構成
本稿は、以下のように考察を進める。AA

が人種的分断を抑えて統合を促進するのか、
それとも分断を助長するのかについて、AA
の支持者から批判者に至るまで、合衆国で如
何に評価されているのかを考察する（Ⅱ）。
従来、AA は差別の救済として正当化されて
きたが、マイノリティの人口構成の変化によ
って、そうした理解が変遷したことを考察す
る（Ⅲ）。AA の理解の変遷の中で多様性に
よる正当化が主張されるようになったが、多
様性と差別の救済はいかなる関係にあるのか
を考察する（Ⅳ）。多様性の理論はときとし
てマイノリティを排除するために使用される
ことがあるが、この状況を踏まえて、AA の
正当化理由として多様性を如何に理解すれば

よいのかを考察する（Ⅴ）。最後に、本稿の
議論をまとめる（Ⅵ）。

Ⅱ．人種的分断の危険と統合の必要性

1．支持派の認識
AA 自体には敵意はないと評価する場合で

も 3）、AA の支持者は、AA が人種的分断を
もたらす危険を認識し 4）、時間的に制約され
るべきだと考えている 5）。合衆国最高裁の判
例では、AA 支持派の裁判官は、AA が正当
だとされる重要な要件として、AA が一時的
であるべきだと認識し 6）、それを強調してき
た 7）。支持派であるギンスバーグ裁判官は、
AA が時間的に制約されるべきとする考えは

「国際的な理解と一致する」と述べて、AA
が一時的な施策であるべきと示している 8）。

AA の支持者は、カラーブラインドの徹底
は人種的不均衡を是正せず 9）、それを温存し
10）、人種主義を是正しないと考えている 11）。
AA の支持者によれば、AA を否定する主張
は、人種間に不均衡が存在している現実を無
視しているとされる 12）。

指導的な地位に占めるマイノリティの割合
が少ないことは、マイノリティに対する劣等
視を継続させ 13）、人種主義を助長する 14）。
AA の支持者は、周縁に置かれたマイノリテ
ィが不満や敵意を抱き 15）、それが人種的分
断を生み 16）、合衆国に混乱と暴力をもたら
す危険があると認識し 17）、AA によって人
種的不均衡を是正する必要があると考えてい
る 18）。AA の支持者は、AA による人種的不
均衡の是正によって、人種的な抑圧をなくし
19）、カラーブラインドな社会に近づくと考え
ている 20）。

AA の支持者は人種的分断の防止と統合さ
れた社会の構築を重視し 21）、そのためには、
AA によって人種的不均衡を改善する必要が
あると考えている 22）。AA の支持者によれば、
AA は人種的不均衡の縮減を意図しており
23）、それが是正されるまでは許されることに
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なる 24）。支持派の裁判官は、人種的不均衡
がある限りは AA が必要だと示してきた 25）。
この見解では、人種的不均衡がなくなり、人
種的分断の危険がなくなるまで AA は続け
られる 26）。

2．中間派の認識　
AA の合憲性判断について、事例ごとに判

断を変える中間派のオコナ裁判官は、AA が
人種的分断を助長する危険を認識し 27）、AA
の合憲性に懐疑的な立場を採っていた 28）。
ミシガン大学ロー・スクールの入学者選抜に
おける AA の合憲性が問題とされた Grutter
判決では、オコナ裁判官は、すべての人種に
指導者としての道を開き、指導者の正統性が
確保されることで、マイノリティが排除を感
じず、「隔たれることのない 1 つの国家の理
想」を実現するために、多様性による AA
の正当化を是認した 29）。　

AA に懐疑的な見解を示す一方で、オコナ
裁判官は、人種区分の一切の禁止によっては
厳しい現実を乗り越えられなかったことを認
識しており 30）、AA の禁止によって人種的
分断が生じる可能性も認識していた 31）。即
座の AA の廃止は大幅な人種的不均衡を招
くことから 32）、オコナ裁判官は、違憲判断
によって、AA により達成された人種統合が
大きく後退することを懸念していた 33）。

同じく、中間派であるケネディ裁判官は
AA の合憲性に懐疑的な立場を採っており
34）、人種区分が社会に混乱と争いをもたらす
ことを懸念していた 35）。ケネディ裁判官は、
AA はそれが回避を意図する敵意を永続化さ
せ、あらゆる政策の中で人々を最も分裂を生
じさせる可能性があることを懸念しており
36）、人種区分の使用が社会の分断を加速する
と常に強調してきた 37）。ケネディ裁判官に
よれば、人種によって個人をタイピングする
計画は、人々の人種の政府による定義を要求
し、結果として、個人が「政府が命令する人
種的なラベルの下で生きる」ことを強要し、
人々を個人ではなく人種で評価することにな

り、人種が自己の利益獲得の切り札として主
張されることで、分裂を作り出す 38）。ケネ
ディ裁判官は AA に懐疑的な立場を採り、
Grutter 判決では違憲判断を下しながらも、
テクサス大学の学部の入学者選抜の AA の
合憲性が問題とされた Fisher Ⅱ判決 39）では、
多様性の利益による AA の正当化を認めて
合憲判断を下しており 40）、事例によって
AA の合憲性について判断を変えている 41）。
ケネディ裁判官が違憲判断を下す際には人種
的分断の危険を理由としていたことから、合
憲判断を下す際には、違憲判断がこの危険を
助長するとの考えが背景にあるのではないか
と考えられる。

中間派の裁判官は、AA の終了によって統
合が後退する場合には、AA を違憲とすべき
ではなく 42）、人種間での争いを鎮めるため
には、争いの原因である人種的不均衡をなく
す必要があると考えている 43）。

3．否定派の認識　　
合衆国最高裁において、AA の否定派であ

るスカリア裁判官は AA が不正義を生じさ
せる旨を述べており 44）、AA を行うべきで
はないと認識している 45）。スカリアやレン
キストといった否定派の裁判官は、AA が人
種的な敵意と争いを助長する危険を認識し
46）、人種的分断の発生が社会に深刻な影響を
もたらすと考えていた 47）。

誰もが獲得を望む希少な社会的資源は限ら
れており 48）、AA によるある者への社会的
資源の分配は、必然的に他者から社会的資源
を奪う 49）。マジョリティの中でも、際にあ
るメンバーは AA によって社会的資源の獲
得を妨げられ 50）、AA の対象者に対して敵
意を抱く 51）。AA の批判者は、人種的不均
衡の放置によって生じる事態よりも、こうし
た敵意による人種的分断の発生を懸念し、
AA を実施すべきではないと考えていた 52）。

AA は、合衆国が無数の個人ではなく競合
するグループから構成されていると合衆国市
民に伝え、各グループは AA の果実を求め
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て争うと指摘される 53）。故に、AA がどの
ような積極的効果をもたらすとしても、AA
は、その果実を求めて各グループが人種やエ
スニックによって自身を組織化しようと人々
を駆り立てるおそれがあり、その組織化が政
治プロセスを人種とエスニックに敏感にさせ
ることで、社会の分断と深刻な無秩序を生じ
させる危険があると指摘される 54）。人種区
分は、人種政策（自身の所属する人種グルー
プに報いる望み）に陥る危険が指摘されてい
る 55）。実際に、あるマイノリティが他のマ
イノリティから社会的資源を奪うために、自
らを AA の対象者に包含するように主張す
ることがある（Ⅴ２）。AA によって、各マ
イノリティが社会的資源を求めて分裂し争う
状態が作り出されることが懸念されている 56）。

AA によってあるマイノリティに社会的資
源を付与する場合には、AA の対象とならな
かったマイノリティが得られるそれは減る
57）。合衆国には無数のマイノリティが存在し
58）、どのマイノリティが AA の対象者とな
るのかは恣意的に判断されていると指摘され
る 59）。政治力のあるマイノリティが他のマ
イノリティを排除しており（AA の対象から
外す）60）、マイノリティの間でむき出しの争
いが生じていると認識されている 61）。否定
派の見解によれば、AA は深刻な無秩序や人
種的分断を生じさせるため 62）、AA の禁止
こそが人種的分断を防ぐと考えられている 63）。

4．分断の危険の認識　
AA は広範囲にわたって人種間に不和をも

たらす問題 64）だと認識されており 65）、合衆
国において非常に大きな社会問題である 66）。
AA は合衆国で最も意識される問題の 1 つで
あり 67）、その合憲性をめぐって非常に激し
い議論がなされてきた 68）。

AA の合憲性について激しい議論が展開さ
れる中で、AA の支持派から否定派に至るま
で共通しているのは、合衆国には人種的な境
界に沿って分断される危険があるため 69）、
その危険を回避して、人種統合を進めること

である 70）。支持派と否定派の争いは、人種
区分の使用がもたらす効果（人種的不均衡の
是正）と費用（社会的分断の危険）を勘案し
て、AA の実施が人種的分断の防止に役立つ
のか否かに関する評価の違いにあると考えら
れる。即ち、支持者は、AA が人種的分断を
なくすのに必要だと考え 71）、他方で、反対
者は AA が人種的分断を助長し、AA の禁止
が人種的分断のない社会を目指すのに最適の
手段だと理解していると指摘される 72）。AA
の正当性を考える際には、AA による人種的
不均衡の是正に伴う弊害と、人種的不均衡を
放置することで生じる弊害を考慮し、両者の
間でバランスを取り、人種間での敵意を抑え
ていく必要がある旨が指摘されている 73）。

Ⅲ．人口構成の変化

1．黒人への救済としての Affirmative Action
裁判所と立法者が 1960 年代にはじめて

AA を作り出したとき、黒人が人口の約 10%
を構成し、白人が 90% 近くであり、合衆国
は黒人と白人から構成されており 74）、黒人
と白人の 2 つの不平等な社会に向かっている
と評価されていた 75）。1960 年の時点で黒人
はマイノリティの人口の 96% を構成してお
り 76）、合衆国には被差別のマイノリティが
無数にいたが、黒人はそれなりの規模のある
唯一の人種的マイノリティであった 77）。当
時の合衆国において、周縁に置かれることで、
不満やいかりを抱き、人種的分断を引き起こ
す可能性が高いマイノリティは黒人であった。
故に、人種的分断を防ぎ、統合を進めていく
ために、AA が開始された当初、AA は単一
のマイノリティ（黒人）を保護し、機会を与
えるために行われた 78）。

黒人は、奴隷制という他のマイノリティと
は種類の異なる差別を経験してきた 79）。特
有の被差別経験がグループ全体の地位の向上
を妨げており 80）、様々な分野の指導的地位
で黒人の過小代表を引き起こした 81）。黒人
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が社会経済的に低い地位に置かれることで、
黒人の資質が劣っているという偏見が生じ
82）、それが様々な分野への黒人の進出の足枷
となっており 83）、それを取り払わなければ、
黒人は主流に入れなかった 84）。周縁に置か
れた者はいかりや敵意を抱き、それが人種的
分断を引き起こす危険がある 85）。その危険
をなくすためには、差別の影響の是正が必要
であり、AA は黒人に対する差別の影響の救
済を理由に正当化されてきた 86）。

2．黒人以外のマイノリティの包含の必要性
1960 年代以降の移民の増加などによる人

口構成の変化によって、合衆国では人口に占
めるマイノリティの割合が大きく増え、マイ
ノリティの中でもヒスパニックやアジア系が
大幅に増加し 87）、1990 年代初頭にはマイノ
リティに占める黒人の割合は 50％程度にま
で下がった 88）。合衆国では、人種問題を白
人と黒人という枠組みで捉えられなくなって
おり 89）、人種問題の紛争のラインが黒人と
白人にはないことが、1990 年代には指摘さ
れていた 90）。黒人と白人の二分法は人種問
題を狭く捉えており 91）、この枠組みでは、
合衆国の複雑な人種問題を十分に理解できず
92）、黒人以外のマイノリティが抱える問題を
無視することになる 93）。

人口構成の変化を経て、合衆国では、黒人
だけが考慮に値する規模のマイノリティでは
なくなった 94）。黒人以外のマイノリティも
悲惨な差別を被ってきたと主張されているこ
とが指摘されるが 95）、奴隷制のような黒人
の被差別に匹敵するものはないとも評価され
ている 96）。差別の救済を理由に AA を正当
化しようとすると、黒人以外のマイノリティ
の AA への包含は難しくなる 97）。合衆国に
新たに流入したマイノリティが社会的資源を
持たず、周縁に置かれる場合には、彼らは敵
意を抱き、ときに暴力に訴えて社会を混乱さ
せる危険があり 98）、黒人以外のマイノリテ
ィの人種的不均衡を放置することは合衆国の
社会に深刻な影響をもたらす危険がある 99）。

人種的分断を避けるためには、これらのマイ
ノリティを AA に包含し、人種的分断を防
ぐ必要があり 100)、差別の救済以外の理由に
よって AA を正当化しなければならなかっ
た 101)。

多様性は過去の出来事とは関係なく 102)、
将来思考の考え方であり、利益が費用を上回
る場合に AA が正当化される 103)。多様性か
ら生じる利益によって AA を正当化する場合、
差別の実施者や犠牲者が特定されなくとも人
種の考慮が許される 104)。多様性は、差別の
認定がなくとも AA を正当化できるため、
被差別の歴史のないマイノリティを AA に
包含できる 105)。黒人以外のマイノリティの
人種的不均衡を是正するために、多様性の価
値が必要とされた 106)。
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